
～地籍調査は社会のインフラ～

三重県津市
副市長 片田 悟

建設部用地・地籍調査推進課長 竹田 正憲

待ったなし！地籍調査!!

令和５年７月１９日



地図

津市の概要

平成１８年１月１日に１０市町村が合併し、現在の津市が誕生
●人口：271,757人（令和５年６月１日現在） ●総面積：711.19 ㎢

※東京２３区、シンガポール、琵琶湖とほぼ同じ大きさ

東京2020オリンピックで聖火ランナー
を務めた吉田沙保里さん

国宝高田本山専修寺

１

【ご当地グルメ】

津ぎょうざ

うなぎ料理

Ｂ-1グランプリ最高賞受賞。
15ｃｍの餃子の皮を使った
大きな揚げ餃子

市内に２０店舗以上の
鰻料理店があります

津市森林セラピー基地

【主な郷土出身者】

棚田と山桜のコラボ
三多気の桜

【見どころ】
四季折々の美しい
自然が楽しめます

ロケ地マップ（三重県HPより）

映画「わたしの幸せな結婚」
の撮影地になりました



津市の地籍調査の現状

２

地籍調査進捗率（令和４年度末）

三重県

全国平均５２％

全国ワースト２位

（％）

この津市の現状に危機感を持ち、南海トラフ地震に備え、平成27年度より本格的に地籍調査を推進
平成26年度末進捗率 2.67％（18.26㎢） 令和4年度末進捗率5.34％（36.79㎢）

●昭和５１年度から事業着手（旧美里村）
●令和４年度末の地籍調査進捗率：5.34％（県下19位/29市町）

進捗面積：36.79㎢/対象面積689.24㎢
●三重県の地籍調査進捗率：9.86％（令和４年度末）

8年で約9億円の事業費



これまでの取組

地籍アドバイザーに登録

氏名：山田貴之
※地籍調査業務（通算14年）

現地立会を円滑に行うため「三重県
公共嘱託登記土地家屋調査士協会」
にＥ工程を委託

地籍調査の業務には土木技師の男性職
員を配置していたが、様々な窓口対応
を経験した事務職員（男性、女性問わ
ず）も配置することで、土地所有者か
ら好意的な評価をいただいている

３

     令和６年度までの10年で       10年の計画期間を２年短縮
     沿岸部の調査を重点的に進める計画

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ R6

計画検討・策定

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１・Ｒ１

事　業　費

 令和14年までの10年で
    沿岸部の一筆地調査を
　 重点的に進める計画

職 員 体 制

２人 ２人 ３人 ８人 10人８人 10人 10人 10人 10人 10人

Ｈ26.12
重点整備区域の
設定

Ｈ27.1
津市地籍調査推進
協議会の設立

Ｈ28.3
津市地籍調査
事業計画の策定

Ｈ30.12
津市地籍調査
事業計画の見直し

Ｒ3
次期津市地籍調査
事業計画の検討

Ｒ5.3
第二次津市地籍調
査事業計画の策定

そ　の　他

 R2.5 市長が三重県国土調査推進協議会委員長に就任

 　　　　　　　　　　　　　　　　R5.6 市長が東海ブロック国土調査推進連絡協議会会長に就任

第六次国土調査事業十箇年計画 第七次国土調査事業十箇年計画

担 当 用地・地籍調査推進室 用地・地籍調査推進課

広

報

関

係

市長定例会見

市長対談

広報つ

1,674

6,344 6,688

21,843

15,319

14,471

10,678

13,041 140,280

H27 H28 H29 H30 H31・R1 R2 R3 R4 R5

第1次津市地籍調査事業計画 第２次津市地籍調査事業計画

H26.12.17

【災害対策としての地籍調査の強化】

H28.7.19【地籍調査をさらに進めます】

H29.5.1【地籍調査を加速化します】

H29.12.8【をさらに加速化】

H29.11.13【地籍整備課 野原課長との対談】

H29.11.14【東京大学 清水英範教授との対談】

H28.9.1 市長コラム【地籍調査を進めます】

地籍調査ってなに？

H29.5.16【地籍調査を加速化します】

H30.3.1 【進行中！津市の地籍調査】

R元.9.16【モデル事業実施で地籍調査をさらに加速】

R2.1.21【リモートセンシングデータを活用した地籍調査】

R2.9.1 【国の効率的手法導入推進基本調査を津市で実施】

合計：90，058万円単位：万円
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集中実施！南海トラフ巨大地震に伴う津波予想図
を平成２６年３月に三重県が公表

災害復旧対策に重点をおき、沿岸部に
おける津波浸水対策区域を地籍調査の

「重点整備区域」として設定

４つの施策の柱
①重点整備区域の設定（H26.12.1）
②地籍調査推進協議会の設立（H27.1）
③地籍調査事業計画の策定（H28.3）
④関係機関との連携強化

重点整備区域

４

③

④

津市地籍調査推進協議会 津市地籍調査事業計画

①

②



《効果》地籍調査の円滑化・迅速化

公共事業実施計画区域や浸水区域などを様々な手法を用いて事業を展開

一般整備区域

５

現地立会
（約30日間）

測量作業
（約30日間）

効率化

バーチャル立会
（2日間）

航空機による測量作業
（1日間）

※これらの調査を
引継ぎ、後続調査
を着実に実施

現地作業
（約30～40日間）

効率化
現地作業

（３～４日間）



公共事業実施計画区域や浸水区域などを様々な手法を用いて事業を展開

一般整備区域

雲出川中流部整備（遊水地）における地籍調査

不動産登記法
第14条第1項地図整備済

公共事業との連携

一級河川雲出川

用地測量（国）

地籍調査（市）

国土交通省中部地方整備局

三重河川国道事務所で進めている

雲出川水系河川整備計画の中で中

流域整備で重要となる遊水地整備

において、用地買収等が必要とな

ることから、令和３年度から地籍

調査も併せて実施することとした。

リモートセンシングデータを活用した山村境界基
本調査を引継ぎ、後続調査を実施

確認された境界図をもとに作成した書類（地籍図
など）を市役所等で閲覧（20日間）

成果の認証・送付

【県道一志美杉線】

旧一志町と旧美杉村を結ぶ道路で、過去の災害

において旧美杉村が孤立した経緯もあり、地域

住民からは命の道として整備を強く求められて

おり、平成１８年の合併以降も継続して推進し

ている事業。

令和２年度、室の口工区を三重県が用地測量し

たが、現地と公図との齟齬が判明しトンネル坑

口等の用地買収が出来なくなった。このことか

ら、地籍調査事業で整理することとした。

19条5項制度の活用

三重県事業との連携（道路新設改良（トンネル）事業）

直轄事業との連携（雲出川中流部整備）

6

市の施策事業（認定こども園整備事業）に活用

津市が進めている認定こども園整備事業で、 １９条５項を活用した地籍整備の実施

１９条５項を活用するメリット

・国の補助金を活用して地籍整備の推進が図れた。（国の補助率５０％）

・地籍調査を行ったものと同等に扱われるので、あらためて地籍調査を実施する必

要がなくなった。

・認定こども園敷地と学校敷地との明確化が図れた。

・従来の地籍調査ではかなりの時間を要するが、短期間で地図の入れ替えまで終了。

・市有地と近隣との境界が明確になり、今後の市有財産の管理も容易になった。



啓発活動など

市長定例の写真

広報つ
平成28年9月1日号

津のキャラクターを使い分かりやすく説明

地元説明会の状況写真

清水先生との対談や意見交換

津市地籍調査推進協議会の活動

協議会の中で、
地区住民への
啓発方法など
議論し、各地区
に応じた方法で
地区住民へ周知することとした。
地元説明会の開催回数や、回覧板による周
知、ある地区では自治会内に「津市地籍調
査推進協議会委員」が任命されており、同
地区での地籍調査に協力を得られた。

津法務局同席で地籍
調査実施地区にて
・地籍調査とは
・相続登記について
・立会等について
の説明会を開催し、
住民へ地籍調査への
協力とともに不明土
地解消に向けた相続
登記等の必要性につ
いて発信

H29.11.17
１対１対談

なぎさまちにて取組について
対談。それをTVで放映

R5.5.8
津市の地籍調査の進め
方について意見交換

H29.6.6 中日新聞

７



啓発活動など
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登記手続きの簡素化や経費削減（境界立会の効率化）

申請から立会まで ３０日 ⇒ １０日（２０日間短縮）

※地籍調査完了地区では境界立会省略年間１００件減（年間総数550件）

公共工事の推進に寄与

土地利用の促進（円滑化）

主な事業効果

地籍調査完了後、民
間の宅地開発が行わ
れるようになり、世
帯数がわずかながら
増える地区が出てき
た。
【香良洲地区】
H31.4.1 1974世帯
R5.4.1 1980世帯

農地

宅地

公共物管理の適正化

調査前 調査後 公共物の現地での位置が明確となり、
特に法定外公共物においては既に機
能を廃止していることなどが併せて
確認できるだけでなく、不用となっ
ている公共物を払い下げするなど適
正な管理が出来るようになった。
・払い下げ件数 １３件

地籍調査実施区域での社会資本整備事業（完了分含
む）
➣都市公園新設事業（市事業）
➣街路事業（県事業、市事業）
➣道路新設事業（市事業）
➣道路維持事業（県事業、市事業）
➣海岸堤防事業（国事業、県事業）
➣河川堤防事業（県事業）
➣公共下水道事業
➣水道事業 など

➣主なメリット
１）公図と現地の齟齬がある場合、

用地測量が困難になるだけでなく、
用地交渉も併せて困難になるが、
地籍調査が実施済みであれば、そ
れらの懸案はなくなる。（事業ス
ケジュールが立て易く、事業費
（コスト）を抑えることが出来
る。）
２）本市には２線引き（国有地財

産）があるため、土地所有者もそ
の整理を熱望している。地籍調査
実施エリアでは、調査後の整理が
しやすくなっただけではなく、財
務省との協議も行いやすくなった。

その他
➣土地境界をめぐるトラブルを未然に防止
できる

➣所有者不明土地の把握や対策に効果的

9

災害発生時の迅速な復旧・復興のための事前準備の他に
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